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２０２０（令和２）年３月２日 

郡山市

郡山市は「ＳＤＧｓ未来都市」として持続可能な開
発目標の達成に向けた取り組みを推進しています。 

（都市計画法第 12 条の５） 



 
 

－ 目  次 － 

 

１．運用指針の策定  ··························································· １ 

（１）本市の都市計画  ····················································· １ 

  （２）運用指針策定の主旨  ················································· １ 

２．運用指針の位置付け ························································· ３ 

３．地区計画とは  ····························································· ４ 

４．地区計画の基本的な考え方  ················································· ５ 

  （１）上位計画との整合  ··················································· ５ 

  （２）基本事項  ··························································· ６ 

  （３）他の法令等により規定されている区域  ································· ６ 

５.地区計画で定める内容  ······················································ ７ 

  （１）地区計画の目標  ····················································· ７ 

  （２）区域の整備、開発及び保全の方針に関する事項  ························· ７ 

  （３）地区整備計画に関する事項  ··········································· ７ 

６．ゾーン別適用基準  ························································· ８ 

  （１）対象地区のゾーニングについて  ······································· ８ 

  （２）土地利用の進め方  ··················································· ８ 

  （３）ゾーン別適用基準  ··················································· ９ 

  （４）≪別表１≫用途一覧  ················································· 10 

７．附 則  ··································································· 11 

８．地区計画作成における手続き ················································· 12 

【参考】ＳＤＧｓ未来都市プロジェクト  

メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0～「具体的な機能の考え方」～ ·········· 13 

 

 

◇運用指針の策定に当たって 

「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」は、「健康」を 

キーワードとして医療・健康産業の集積、健康寿命延 

伸・医療費抑制、環境負荷の少ない快適な生活環境の確保等を目標とした持続可能なまちづくりに 

向けた先導的取り組みを実施する「郡山市 SDGs 未来都市計画」を推進する上で、国際競争力のある 

魅力的な産業振興を図り、「知の結節点」として持続可能な成長を目指す本市において重要な役割を 

果たすものであり、本指針はこの基本構想に基づくまちづくりを進めることとしております。 
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計画区域 

１．運用指針の策定 

（１）本市の都市計画 

   本市においては、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展 

と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的に、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康

で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すること」を基本理念とした都市計画法に

基づき、1970（昭和 45）年 10 月 15 日に、市街化区域と市街化調整区域、いわゆる区域区分

を定め、計画的に都市づくりを進めてきました。 

市街化調整区域は、都市計画法第７条において「市街化を抑制すべき区域」と規定されて

いますが、設定当時と比べ住民の生活スタイルも大きく変化しており、本市では一定の生活

サービスが得られる地域を対象に、住民や事業者等が主体となり地域の実情に即したまちづ

くりに活用できるよう「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」を 2019（平成 31）年３月

31 日に策定・公表しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ≪運用指針の区域≫ ※市街化調整区域 

                           

 

 

 

 

 

 

（２）運用指針策定の主旨 

   旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区（郡山市富田町字若宮前 外地内）は、市街化区

域に囲まれた約 30ha の市街化調整区域として市街地の中において緑豊かな空間が形成され

ている地区です。また、当該地は、ＪＲ郡山駅から約３ｋｍ圏内に位置し、周辺は内環状

線や郡山インター線、東部幹線といった都市計画道路に囲まれ、2017（平成 29)年４月１日

にはＪＲ郡山富田駅が開業するなど、都市的な土地利用としても優れた環境と開発ポテン

シャルを有している地区でもあります。 

※）市街化調整区域内において開発行為や建物の建築を行う 

場合は開発許可を得る必要があり、都市計画法第 34 条に 

該当するものが開発許可の対象となります。本運用指針の 

「地区計画」は第 10 号に規定されており、地区計画を策 

定（都市計画決定）することで、その内容に合致した開発、 

建築行為が可能となります。 

 

すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 

 

市街化を抑制すべき区域 

市街化調整区域 

市街化区域 
（都市計画法第７条） 

≪区域区分のイメージ≫ 

市街化区域 

都市計画区域 

市街化調整区域 

旧福島県農業試験場

本場跡地等周辺地区 

≪郡山の都市計画≫ 
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このように開発ポテンシャルの高

い当該地において、本市では 2016

（平成 28）年 11 月７日に開所した

「ふくしま医療機器開発支援センタ

ー※」を活用しながら、医療関連産業

分野を中心とする新たな産業の集積

拠点形成を目指すため、『（仮称）メ

ディカルヒルズ郡山基本構想』を

2016(平成 28)年３月 18 日に策定する

とともに、当該地に求められる具体

的な機能の考え方を整理した「メデ

ィカルヒルズ郡山基本構想 2.0」を

2019（令和元）年 11 月 20 日に取り

まとめたところです。 

このことから、これら基本構想の

実現に向け、まちづくりの促進を戦略的に進めるため、『郡山市市街化調整区域地区計画運

用指針(旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区)』を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

2006(H18)年 ４月 １日 日和田町に「福島県農業総合研究センター」が開所（当該地から移転） 

2011(H23)年 ３月 11 日 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生 

７月 29 日 【国】「東日本大震災からの復興の基本指針」決定 
   ⇒復興対策として「医療産業の拠点整備」を位置付け 

８月 11 日 【県】「福島県復興ビジョン」策定 
   ⇒主要施策に「医療産業の集積の推進」を位置付け 

12 月 27 日 

 

12 月 28 日 

【市】「郡山市復興基本方針」策定 

   ⇒医療機器などの「研究機関の誘致及び環境整備」を位置付け 

【県】「福島県復興計画(第１次)」策定 
   ⇒重点プロジェクトに「医療機器・安全評価拠点の整備」を位置付け 

2012(H24)年 12 月 ７日 当該地に「ふくしま医療機器開発支援センター」の設置が決定 

2015(H27)年 ６月 11 日 【市】「郡山市都市計画マスタープラン 2015」改訂 

H27(2015)年 ８月 ３日 【市】「（仮称）メディカルヒルズ郡山基本構想」調査開始 

2016(H28)年 ３月 18 日 【市】「（仮称）メディカルヒルズ郡山基本構想」策定 

H28(2016)年 11 月 ７日 【県】「ふくしま医療機器開発支援センター」開所 

2017(H29)年 ４月 １日 ＪＲ「郡山富田駅」開業 

2019(H31)年 ３月  「畜産研究所養鶏分場」「県中家畜保健衛生所」解体 

2019(R 元)年 11 月 20 日 【市】「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」策定 

≪当該地に係る主な土地利用等の経過≫ 

※ふくしま医療機器開発支援センター 

当センターは、生物学的安全性試験をはじめとした医療機器の安全性評価、ものづくり企業や

医療従事者に対する人材育成・訓練、医療機器の開発に関するコンサルティング・情報発信、も

のづくり企業と医療機器メーカー、医療機関等とのマッチングの４つの機能を有し、医療機器の

研究開発から事業化までを一体的に支援する拠点施設（福島県の施設）です。 

旧農業試験場跡地 
（応急仮設住宅） 

約 11.5h 

県中家畜保健 
衛生所跡地 
約 0.6ha 

民有地 
約 8.3ha 

ふくしま医療機器 
開発支援センター 

約 5.3ha 

県中児童相談所 
予定地 
約 0.8ha 

養鶏分場跡地 
約 4.3ha 

 

逢瀬川 

≪当該地の土地利用状況≫  2019(R 元)年 12 月末時点 

「ふくしま医療機器開発支援センター」及び「県中児童相談所」は公

益施設のため、開発行為の許可は不要（都市計画法第 29 条第１号第

３項） 
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２．運用指針の位置付け 

  医療機器関連産業分野を中心とする新たな産業の集積拠点形成を目指す「メディカルヒルズ郡

山基本構想 2.0」に基づき、地区計画の活用を前提に土地利用や都市基盤整備等の誘導を図るた

めの指針となります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災からの復興の基本方針 
2011(Ｈ23)年７月 29 日決定 

国が定める

 

福島県復興計画 
（第 1 次） 2011(Ｈ23)年 12 月 28 日策定 
（第 2 次） 2012(Ｈ24)年 12 月 28 日改訂 
（第 3 次） 2015(Ｈ27)年 12 月 25 日改訂 

郡山市が定める 

 

福島県復興ビジョン 
2011(Ｈ23)年８月 11 日策定 

構想を推進する 
ための 

手法の指針 

（仮称）メディカルヒルズ郡山基本構想 
2016(Ｈ28)年３月 18 日策定 

郡山市市街化調整区域地区計画運用指針 
(旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区) 

2020(R２)年３月２日策定 

郡山市復興基本方針 
2011(Ｈ23)年 12 月 27 日策定 

 

福島県が定める 

 

県中都市計画区域マスタープラン 
2014(Ｈ26)年５月改訂 

郡山市都市計画マスタープラン 2015 

2015(Ｈ27)年６月 11 日改訂 
 

運用指針を活用し「地区計画」作成 

 

 

 

メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0 
2019(R 元)年 11 月 20 日策定 

求められる機能等 
ブラッシュアップ 
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３．地区計画とは 

地区計画は、「都市計画法第 12 条の５」に規定される都市計画です。 

 

（地区計画） 

第 12 条の 5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそ

れぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全する

ための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。 

   １ 用途地域が定められている土地の区域 

   ２ 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの 

    イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われ

た土地の区域 

    ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の

区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそ

れがあるもの 

    ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の

区域 

  （以下省略） 

 

  地区計画は、主として地区内の住民等にとって良好な市街地環境の形成又は保持のための地

区施設及び建築物の整備並びに土地利用に関する一体的かつ総合的な計画であり、街区単位で

きめ細かな市街地像を実現する手法になります。 

  また、地区計画は、都市計画法の規定の下、それぞれの地区の特性に応じ、良好な環境の整備、

開発、保全することを目的に、地域住民が主体となって進めていくまちづくり計画であり、住民

の方々の話し合いにより、道路、公園、広場等の配置や、建築物の用途、高さ、容積率、色彩な

ど、細かなルールを定めることが出来ます。 

 

  ≪地区計画のイメージ≫ 
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４．地区計画の基本的な考え方 

（１）上位計画との整合 

地区計画の内容は、秩序ある土地利用の誘導を進めていく観点から、県が定める「県中都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県中都市計画区域マスタープラン）」及び市が定め

る「郡山市都市計画マスタープラン 2015」に示された土地利用方針と整合を図ることとしま

す。 

また、市が策定した『メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0』に位置付けられている以下の

まちづくり方針等に合致することとします。 

 

   【まちづくりのテーマ】 

     人と医療の未来を創造する交流拠点 ～メディカルヒルズ郡山～ 

 

   【まちづくり方針】 

まちづくりの方針 方 向 性 

世界に貢献する医療関連産業 

の集積地の形成 

●「ふくしま医療機器開発支援センター」の立地を活かし、医療 

に関連する産業・研究・企業等の集積を図る 

集約型都市構造への転換を踏 

まえた都市利便施設の立地促 

進 

●地区内及び周辺住宅地からの利便性を考慮し、交通結節点とな 

る郡山富田駅前に、商業・業務機能や行政サービス機能の立地を 

図る 

持続可能なコミュニティを醸 

成する地区内外の人々の交流 

の場の創出 

●地域住民や就業者等の様々な活動や交流を促進する場の創出を 

図る 

緑豊かな空間の維持・創出 

●現況の斜面林等をできるだけ残し、地区内の緑豊かな原風景の 

保全を図る 

●地区内外からの施設利用者の利便性を考慮し、地区中央部に既 

存の斜面林と一体となった公園を配置することにより、緑豊かな 

憩い空間の創出を図る 

鉄道・道路ネットワークの形 

成による交通利便性の確保 

●広域アクセス性を考慮し、郡山インター線と郡山富田駅を結ぶ 

とともに、内環状線とのアクセス強化を図る 
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（２）基本事項 

① 民間事業者等による地区計画の提案は、「郡山市都市計画提案制度の手続に関する要

綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各種法令に適合したものとするこ

と。 

③ あすまちこおりやま（郡山市まちづくり基本指針）や第二次こおりやまユニバーサル

デザイン推進指針、郡山市バリアフリー基本構想などの市の施策に配慮すること。 

④ 地区計画の内容は、周辺の市街化区域における計画的な市街地の整備に支障がないも

のであるとともに、単なる宅地開発や大規模集客施設の立地を目的とするものでない

こと。 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整備を位置付ける場合は、都市計

画法第 33 条（開発許可の基準）及び市の「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」

等に定められた開発許可基準を準用すること。 

⑦ 道路、公園等の地区施設の整備に当たっては、行政による新たな公共投資を発生させ

ないこと。 

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から土地所有者を含めた周辺住民等に対する説明

会を開催するなど意見を聞くとともに、市と十分協議を行うこと。また、原則として

計画区域内の土地所有者等の全員の同意が得られていること。なお、ここでいう土地

所有者等とは都市計画法第 21 条の２第 1項※に準ずるものとする。 

⑨ 地区計画の区域の境界は、原則として道路、河川その他の地形地物等により定めるこ

と。 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部局と協議・調整を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

（３）他の法令等により規定されている区域 

   他の法令等により規定されている区域は関係機関と十分な協議の上対応すること。 

① 農地法による農地転用 

② 森林法による「地域森林計画対象民有地」 

③ 文化財保護法による「埋蔵文化財包蔵地」 

 

 

 

 

 

※都市計画法第 21 条の２第 1 項 

当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは

賃借権を有するもの 
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５．地区計画で定める内容 

（１）地区計画の目標に関する事項 

   市が策定した「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」の趣旨を踏まえつつ、当構想との関

連性などを含めより具体的に地区計画の目標を明らかにすること。 

 

 

（２）区域の整備、開発及び保全の方針に関する事項 

地区にふさわしい良好な都市環境の形成を図るため、土地利用に関する事項、地区施設の

配置及び規模、建築物等に関する事項についての方針を適切に定めること。 

① 土地利用の方針 

② 地区施設の整備の方針 

③ 建築物等の整備の方針 

 

 

（３）地区整備計画に関する事項 

① 当該地区の規模、形状及び周辺の基盤整備の状況により、地区内に道路、公園等の地

区施設が必要な場合は、適切にその配置を位置付けること。また、当該地区施設につい

ては、都市計画法第 33 条に規定する開発許可の基準及び技術細目に適合させること。 

 

② 建築物等に関する事項については、次に掲げるもののうち、地区計画の目的を達成す

るために必要な事項を定めるものとし、周辺環境との調和が図られた内容となっている

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ア 建築物等の用途の制限 

イ 容積率の最高限度  

ウ 建ぺい率の最高限度 

【定めるべき事項】 

エ 敷地面積の最低限度 

オ 建築物等の高さの最高限度 

カ 壁面の位置の制限 

キ 壁面後退区域における工作物の設置の制限 

ク 建築物の緑化率の最低限度 

ケ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

コ 垣又はさくの構造の制限 

【必要に応じて定める事項】 
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６．ゾーン別適用基準 

当該地における地区計画は、広大な敷地でかつ地形的に高低差があるなど、地区内の実情を踏

まえながら、幅広い分野からなる医療関連産業の機能集積をより適切に誘導するため、次頁に示

すゾーン別適用基準に適合するものとします。 

 

（１）対象地区のゾーニングについて 

地形的な特性等から以下のとおり、対象地区を３つのゾーンに分類します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土地利用の進め方 

   「ふくしま医療機器開発支援センター」を活用しながら、新たな医療関連産業の集積を進め

るため、当センターに隣接するゾーンから先行して土地利用の誘導を図ります。 

 

   

 

※）ゾーン３の土地利用については、ゾーン１、２の整備又は整備の見通しが確実となった後、

その進捗状況に応じ地区計画の作成を検討することとします。ただし、ゾーン３の全部又は一

部においてゾーン１、２と同時に整備を行う場合はこの限りではない。（別途協議により対応） 

 

 

ゾーン１ 

ゾーン３ 

民有地 

県有地 

ゾーン２ 

ゾーン１ 

ゾーン２ 
⇒ ゾーン３ 
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（３）ゾーン別適用基準 

 

地区の区分 ゾーン１ ゾーン２ ゾーン３ 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
考
え
方 

土地利用について ●郡山富田駅といった交通利便性を生かし、にぎわいと魅力あ 

る商業、業務機能等を集積するとともに、土地の高度利用を

推進する。 

●コミュニティ促進に向けたレクリエーションや交流機能及

び行政サービス機能等の充実を図る。 

●「ふくしま医療機器開発支援センター」の立地を生かした医

療関連産業（主に医療、ヘルスケア(健康維持、スポーツ、病

気の予防)、介護・医療福祉、貸オフィス、工場、研究機関（企

業、大学等のサテライト）等）の集積を推進する。 

●コミュニティ促進に向けたレクリエーションや交流機能及

び行政サービス機能等の充実を図る。 

 

（ゾーン２と同じ） 

公共施設（地区施設等)に

ついて 

●交通結節機能の強化に向けて郡山富田駅前広場及び駐車場、駐輪場等の拡充を図る。 

●アクセス性の高い幹線道路及び土地利用に合った区画道路の整備を図る。 

●緑豊かで潤いある緑地等については保全を考慮した整備を図る。 

 

建築物等について ●建築物の不燃化や耐震化等、防災面に配慮した施設整備を推進する。 

●ユニバーサルデザインを取り入れた歩行空間の確保と回遊性の向上を図る。 

●県中児童相談所との境界においては緑地帯等を設けるなど、施設周囲の良好な環境形成を図る。 

●地域・行政・企業等が一体となり避難場所や備蓄の確保など、防災機能の強化を図る。 

●水害に備え雨水流出抑制施設の設置などを推進する。 

 

区域の整備規模 約 １０ ha 以上 約 ２ ha 以上 

建
築
物
等
の
制
限 

用途の制限 第二種住居地域に建築できる建築物のうち、 

≪別表１≫用途一覧に示す範囲内で×印を除く。 

準工業地域に建築できる建築物のうち、 

≪別表１≫用途一覧に示す範囲内で×印を除く。 （ゾーン２と同じ） 

容積率の最高限度 200％以下 

建ぺい率の最高限度 60％以下 

建築物等の高さの最高限度 

●当該地の目標や実情に応じて適宜定める。 

壁面の位置の制限 

壁面後退区域における工作

物の設置の制限 

建築物の緑化率の最低限度 

建築物等の形態又は色彩そ

の他の意匠の制限 

垣又はさくの構造の制限 ●緑化の推進、周囲との景観や防災面へ配慮するため、垣又はさくの構造について制限を定める。 

※ 用途の制限については、現時点における「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」で求められる機能を実現するためのものであり、必要に応じて見直しを行う。 
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（４）≪別表１≫用途一覧 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ×

× ×

① ② ③ ① ④

② ③ ⑤ ④

③ ④

④

④

×

①

① ①：3,000㎡以下

① ①：3,000㎡以下

×

× ×

× ① × ①：10,000㎡以下

① ①：客席200㎡未満

×

× ×

× ×

① ① ① ①：600㎡以下

① × × ①：3,000㎡以下

① ② ③

①：2階以下かつ1,500㎡以下
②：3,000㎡以下
③：農産物及び農業の生産資材を貯蔵す
るものに限る。

① ② ①:15㎡以下 ②:3,000㎡以下

①

① × ② ③ ③ ×
作業場の床面積
①：50㎡以下  ②：150㎡以下
③：300㎡以下

×
 量が非常に少ない施設 ① ②
 量が少ない施設

 量がやや多い施設

 量が多い施設

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

備　 考
第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

地

域

田

園

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

第

二

種

住

居

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

準

住

居

地

域

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の
2分の1未満のもの

店
舗
・
飲
食
店
等

店舗等の床面積が150㎡以下のもの

　　　　用途地域内の建築物の用途制限

　　　　　　　建てられる用途
　　　　　　　建てられない用途

　　　　①、②、③、④、⑤：面積、階数等
　　　　の制限あり

事
務
所
等

事務所等の床面積が1,500㎡以下のもの

①：2階以下事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

①:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪
店及び建具屋等のサービス業用店舗の
み。２階以下。
②:①に加えて、物品販売店舗、飲食
店、損保代理店・銀行の支店等のサービ
ス業用店舗のみ。２階以下。
③:２階以下。
④:物品販売店舗、飲食店を除く。
⑤:農産物直売所、農家レストラン等の
み。２階以下。

店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの

老人福祉センター、児童厚生施設等

巡査派出所、公衆電話所等

病院

ホテル、旅館

遊
戯
施
設
・

 
風
俗
施
設

ボウリング場、スケート場、水泳場等

カラオケボックス等

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場

勝馬投票券発売所、場外車券売場等

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等

キャバレー、料理店等

個室付浴場業に係る公衆浴場等

日刊新聞の印刷所

自動車教習所

工
場
・
倉
庫
等

2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の自動車車庫

倉庫業を営む倉庫、3階以上又は床面積の合計が300㎡を超える自
動車車庫（一定規模以下の付属車庫等を除く）

倉庫業を営まない倉庫

畜舎

作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化さ
せるおそれが非常に少ないもの

火薬、石油類、ガス等の危険物の
貯蔵又は処理に供するもの

公
共
施
設
・
学
校
等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

神社、寺院、教会等

老人ホーム、福祉ホーム等

保育所等、公衆浴場、診療所、幼保連携型認定こども園

①：農産物を生産、集荷、処理及び
貯蔵するものに限る。作業場の床面
積の制限なし。著しい騒音を発生す
るものを除く。

※原動機・作業内容の制限あり

作業場の床面積の合計が150㎡以下の工場で危険性や環境を悪化
させるおそれが少ないもの

作業場の床面積の合計が150㎡を超える工場又は危険性や環境を
悪化させるおそれがやや多いもの

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

自動車修理工場

①：2階以下かつ1,500㎡以下
②：3,000㎡以下

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

注）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

住居系 工業系商業系

注）都市計画法において用途

地域は、左表の１３地域と

なっていますが、本市では

この内、白抜き部（第２種

低層住居専用地域、準住居

地域、田園住居地域）を除

く１０地域の指定を行って

います。
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７．附 則 

（１）本運用指針は、2020(令和２)年３月２日から運用する。 

（２） 本運用指針に定めるもののほか、市街化調整区域地区計画の運用に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

（３）本運用指針は、法改正やその他社会状況の変化等、地域の持つ特性を最大限に活かす

ため、必要に応じて改訂する。 
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８．地区計画作成における手続き 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区計画区域内における建築等の届出等 

（都市計画法 58 条の 2） 

 地区計画の区域内において、開発や建築行為を行う場合

は、着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、設

計又は施工方法、着手予定日その他国土交通省令で定める

事項を郡山市に届けなければなりません。 

開発許可制度（都市計画法 29 条） 

 市街化調整区域で開発行為を行う際には、開発許可を

受ける必要があります。地区計画が定められた場合は、許

可の基準に地区計画の内容への適合が加えられます。 

地区計画を実現する仕組み 

ス

テ

ッ

プ

３ 

 都市計画の決定又は変更後は、そ

の内容に従って開発・建築行為を行

い、地区の整備を進めることになり

ます。 

都市計画決定又は変更

のための法的手続きを行

います。 

結果通知 
都市計画の 

決定(変更) 

住民、事業者の皆さんがすること 市がすること 

ス

テ

ッ

プ

１ 

まずは、地域の皆さんで課題や将

来像について話し合います。 

 

地域の 

話し合い 

事前相談において 

助言・指導を行います。 

事前相談 

 

 地区計画を策定するおおむねの区

域や目的などを検討し、それらをま

とめた事前相談書に基づき郡山市に

相談いただきます。 

事前相談 

要件に合致した計画 

ス

テ

ッ

プ

２ 

 事前相談が整った後、地区計画を

策定する区域や地区施設の配置等を

確定させ、地区計画の素案を作成し、

関係する機関（施設を管理すること

となる者）と協議を行っていただき

ます。 

素案の作成 素案作成にあたっての

助言・指導を行います。 

協議 

 

 関係権利者の合意形成の下に作成

した地区計画の素案について、郡山

市に都市計画決定又は変更するよう

提案を行います。 

提案された地区計画の

素案に基づき、関係する

機関と協議・調整しなが

ら原案を作成します。 

提案書 

の提出 

都市計画決定

(変更)の提案 

 利害関係者から意見を聴くため地

区説明会等を開催し、関係権利者と

の合意形成及び周辺住民の周知を図

ります。 

関係者等との 

合意形成 

都市計画を決定又は変更する 

必要があると判断された原案 
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逢瀬川 

奥羽大学 

郡山富田駅開業 
（2017.4 月） 

県養鶏分場移転 
県中家畜保健衛生所移転 
（2019.3 月） 

ふくしま医療機器 
開発支援センター 
（2016.11 月開所） 

県中児童相談所 
（整備予定）A=0.8ha 

応急仮設住宅(H23.10 設置：507 戸) 
建物部分は 220 戸解体撤去完了 
(2019.3 月) 

県養鶏分場 
 A=4.3ha 

県中家畜 
保健衛生所 
 A=0.6ha 

ふくしま医療機器 
開発支援センター 
 A=5.3ha 

旧農業試験場 
(応急仮設住宅) 
 A=11.5ha 

民有地 
 A=8.3ha 

＜基本構想区域の現状（2019 年 9 月）＞ 

２．具体的な機能の考え方＜策定主旨＞ 

＜健康に対する国・県の動向＞ 

【日本再興戦略 2016 官民戦略 

プロジェクト（国）：2016 年】 

【成長戦略実行計画（国）2019 年】 

【健康立国の実現に向けた宣言 

（全国知事会）：2018 年】 

【第二次健康ふくしま 21 計画 

（福島県）：2013 年(2019 年改定）】 

世界最先端の健康立国、全国トップ

レベルの健康長寿県の実現 

健康に対する国・県の動向や区域周辺の立地状況など、当エリアを取りまく環境は変化してきていることか

ら、2016 年 3 月に策定した「（仮称）メディカルヒルズ郡山基本構想」をベースに、「郡山市医療機器関連産業

集積懇談会」において出された、当該エリアにおけるまちづくりの方向性や求められる機能についての意見を

踏まえ、基本構想に「具体的な機能の考え方」を加えた「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」として取りまと

めた。 

今後は、この「基本構想 2.0」をもとに、民間活力の活用も含めた多様な土地利用が可能となるよう、福島県

等の関係機関と協議調整を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

まちづくり方針 方向性 求められる機能 

世界に貢献する医

療関連産業の集積

地の形成 

「ふくしま医療機器開発支援セ

ンター」の立地を活かし、医療に関

連する産業・研究・企業等の集積を

図る 

○医療関連産業集積機能 

 

 

 

 

・医療関連産業の集積 

   企業、貸オフィス、貸工場 

・研究機関（企業、大学） 

・「メディカル」に関する情報発信による国内外とのネットワーク形成 

 

△商業・業務機能 

・来訪者や駅利用者向けの商業施設、業務施設 

 ・来訪者向けの宿泊施設 

△緑地・憩い空間機能 

・地区内の自然を活かした、地域住民や就業者等の憩いの空間 

△アクセス機能 

 ・周辺幹線道路とのアクセス 

 

※業務機能 

 ・コンベンション施設 

※アクセス機能 

 ・公共交通との接続、利便性向上 

※交流促進機能 

※行政サービス機能 

※防災・減災機能 

 ・地域・行政・企業等が一体となった災害への対応 

集約型都市構造へ

の転換を踏まえた

都市利便施設の立

地促進 

地区内及び周辺住宅地からの利

便性を考慮し、交通結節点となる郡

山富田駅前に、商業・業務機能や行

政サービス機能の立地を図る 

持続可能なコミュ

ニティを醸成する

地区内外の人々の

交流の場の創出 

地域住民や就業者等の様々な活

動や交流を促進する場の創出を図

る 

緑豊かな空間の 

維持・創出 

現況の斜面林等をできるだけ残

し、地区内の緑豊かな原風景の保全

を図る 

地区内外からの施設利用者の利

便性を考慮し、地区中央部に既存の

斜面林と一体となった公園を配置

することにより、緑豊かな憩い空間

の創出を図る 

鉄道・道路ネットワ

ークの形成による

交通利便性の確保 

広域アクセス性を考慮し、郡山イ

ンター線と郡山富田駅を結ぶとと

もに、内環状線とのアクセス強化を

図る 

【参考】 
ＳＤＧｓ未来都市プロジェクト 
メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0 ～「具体的な機能の考え方」～【概要版】 

１．「郡山市 SDGs 未来都市計画」と「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」 
 

３．計画区域に求められる機能の整理（郡山市医療機器関連産業集積懇談会） 

４．基本構想 2.0 における具体的な機能の考え方 

郡山市は 2019 年７月１日に「SDGs 未来都市」に選定され、同年 8 月

に「郡山市 SDGs 未来都市計画」を策定した。 

計画区域 

＜メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0 区域＞ 

「郡山市 SDGs 未来都市計画」を推進するうえで、「メディカルヒル

ズ郡山基本構想 2.0」の推進は、国際競争力のある魅力的な産業振興

を図り、「知の結節点」として持続可能な成長を目指す本市におい

て、重要な役割を果たす。 

【郡山市 SDGs 未来都市計画】 

 ・「健康」をキーワードに先導的取組み 

 ・全世代健康都市圏の創造 

 ・「知の結節点」として広域圏に拡大 

【メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0】 

 旧県農業試験場跡地を中心とする市街化調整区域（約 30ha）

において、医療機器関連産業分野を中心とする新たな産業の集積

拠点の形成を目指す 

基本構想区域

郡山市医療機器関連産業集積懇談会は、医療機器関連団体、医療関係者、大学、金融機関、福島県、郡山市等が

連携し、郡山市において「ふくしま医療機器開発支援センター」を核とした医療機器関連産業の集積を図ることを

目的として、2016 年 8 月に設立され、同懇談会において、求められる機能等についての検討、意見交換を行った。

医療関連産業について以下の分野とする 
 「医療」 
 「ヘルスケア（健康維持、スポーツ、病気の予防）」 
 「介護・医療福祉」 

○ ⇒ 備わるべき機能 
△ ⇒ 備わることが望ましい機能 
※ ⇒ 別途協議調整が必要な機能 

第２回：２０１６年１１月３０日

第３回：２０１７年３月２４日

第４回：２０１７年１１月６日

第５回：２０１９年２月１２日

メディカルヒルズ郡山基本構想２．０　～「具体的な機能の考え方」～

（仮称）メディカルヒルズ郡山基本構想

郡山市医療機器関連産業集積懇談会（2016年8月25日設置）

福
島
県

基本構想区域において求められる機能等についての検討、意見交換を行う

第１回：２０１６年８月２５日　　

第６回：２０１９年４月２４日　 

意見反映・関係機関等調整 基本構想をベースに、エリアに

求められる機能等について整理

連携
調整

＜基本構想 2.0 において求められる機能＞ 

○「健康」をテーマとした持続可能な開発目標を掲げる SDGs 推進のまちづくり 

これらの機能については、既存施設・計画との整合等が必要
であるため、別途協議調整を行うものとする。 
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